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本要領は、観光デジタルコンテンツ整備事業委託業務（以下「本業務」という。）に関して受

注候補者を選定するため、提案事業者が仕様書等を理解し、的確に履行できる技術力、創造性及

び専門性等を有するかを審査し、最も適した事業者をプロポーザル方式により選定するための必

要事項を定めたものである。 

 

1. 定義 

この要領において、プロポーザル方式とは、本業務の受注候補者を特定する場合において、

一定の条件を満たす提案者を選定し、本業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関す

る提案書の提出を受け、原則として提出された書類をもとに当該提案書の審査及び評価を行

い、本業務の履行に最も適した受注候補者を特定する方法をいう。 

 

2. 業務目的 

2025 大阪・関西万博を見据え、デジタルマップやデジタル体験コンテンツを作成すること

で、本市観光客に向けた多言語化による受入体制整備や在住者の愛着醸成に繋がる便利でお

もしろい滞在（まちの魅力向上）をデジタルの活用により実現し、地域が活性化等市の観光

振興に資することを目的とする。 

 

3. 業務内容 

  観光デジタルコンテンツ整備事業委託業務仕様書（別紙）のとおり 

 

4. 契約期間 

契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

 

5. 契約上限額 

11,330,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

6. 参加資格 

   プロポーザル方式への参加を希望する者は、本業務に関する十分な知識及び技術を有し、

次に掲げる資格要件を満たさなければならない。 

① 富田林市入札参加資格者名簿に登載されており、本市から入札参加停止を受けていない

こと。 

② 富田林市契約からの暴力団排除措置要綱（平成 23 年富田林市要綱第 85 号）別表に掲

げる措置要件に該当しないこと。 

③ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であ

ること。 

④ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされてい

ないこと。 
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⑤ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされてい

ないこと。 

⑥ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始

の申立て又は同法附則第２条の規定による廃止前の破産法（大正 11 年法律第 71 号）

第 132 条もしくは第 133 条の規定による破産の申し立てがなされていない者であるこ

と。 

⑦ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 511 条の規定による特別清算開始の申立てがなさ

れていない者であること。 

⑧ プロポーザル方式へ参加する者が、契約締結までの間に参加資格要件を有しなくなった

場合は、その時点で失格とする。 

 

7. 選定実施スケジュール 

  本選定にかかるスケジュールは以下のとおりとする。なお、説明会は実施しない。 

項 目 日 程 

（１）本要領及び仕様書の交付 
令和 6 年 4 月 15 日（月）午前 9 時から 

令和 6 年 4 月 26 日（金）午後 5 時まで 

（２）参加表明書の受付 
令和 6 年 4 月 15 日（月）午前 9 時から 

令和 6 年 4 月 26 日（金）午後 5 時まで 

（３）質問書の受付 
令和 6 年 4 月 15 日（月）午前 9 時から 

令和 6 年 4 月 26 日（金）午後 5 時まで 

（４）質問書に対する回答 令和 6 年 5 月 7 日（火）午後 5 時まで 

（５）企画提案書の受付 
令和 6 年 5 月 8 日（水）午前 9 時から 

令和 6 年 5 月 28 日（火）午後 5 時まで 

（６）受注候補者選定委員会 令和 6 年 6 月上旬予定 

（７）審査結果の通知 令和 6 年 6 月中旬予定 

 

8. 参加手続き 

 （１）本要領及び仕様書の交付 

① 交付方法 

本要領及び仕様書の交付は、本市ウェブサイト上で行う。 

    ※本要領、仕様書及び各種申請書類は、本市ウェブサイトからダウンロード可 

② 交付期間 

     令和 6 年 4 月 15 日（月）午前 9 時から令和 6 年 4 月 26 日（金）午後 5 時まで 
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（２）参加表明書の受付 

① 提出方法 

     電子メールで送信すること。なお、送信後は必ず電話にて着信を確認すること（富

田林市役所の閉庁日を除く、各日午前 9 時から午後 5 時）。 

（電子メール送信先） 

富田林市 産業まちづくり部 商工観光課 

電子メール：syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp 

② 提出書類 

     ・参加表明書（様式第 1 号） 1 部 

     ・法人の概要（様式第 2 号） 1 部 

③ 提出期限 

     令和 6 年 4 月 26 日（金）午後 5 時 

 

 （３）質問書の受付 

① 提出方法 

     企画提案書の作成及び提出にあたり質疑がある場合は、電子メールで送信すること。

また、送信後は必ず電話にて着信を確認すること（富田林市役所の閉庁日を除く、各

日午前 9 時から午後 5 時）。なお、電子メール以外での質問は受け付けない。 

（電子メール送信先） 

富田林市 産業まちづくり部 商工観光課 

電子メール：syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp 

② 質問書の様式 

・質問書（様式第 3 号） 1 部 

※質問は、簡潔かつ具体的に記入すること。 

※質問は、本様式１枚につき１件とする。質問が複数ある場合は、本様式を複写して

用いること。 

③ 提出期間 

     令和 6 年 4 月 15 日（月）午前 9 時から令和 6 年 4 月 26 日（金）午後 5 時まで 

 

 （４）質問書に対する回答 

① 回答方法 

     商工観光課は、提出された質問事項を一括し、参加表明者すべてに回答書を電子メ

ールにて送信する。なお、質問に対する回答は、本要領への追加又は修正とみなす。 

② 回答期限 

     令和 6 年 5 月 7 日（火）午後 5 時まで 
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 （５）企画提案書の受付 

① 提出方法 

     企画提案書の提出は、参加表明書を提出した事業者のみ可とし、商工観光課あてに

正本、副本の電子データを電子メールで送信し、正本、副本各 1 部の紙資料を送付記

録が残る方法で送付すること。なお、電子データの送信後は必ず電話にて着信を確認

すること（富田林市役所の閉庁日を除く、各日午前 9 時から午後 5 時）。 

 また、期限までに提出されなかった場合は辞退したものとみなす。なお、辞退した

場合であっても、その後辞退したことによる不利益は生じない。 

※上記の提出書類については、以下のとおりとし、返却しないものとする。 

正本：社名、代表者名を記載し、社印、代表者印を押印したもの 

副本：社名、代表者名及びそれぞれの印のないもの 

② 提出書類 

· 企画提案書（任意様式） 

· 見積書（任意様式） 

· 業務スケジュール（任意様式） 

· 実施体制（任意様式） 

· プロポーザルチェックシート（様式第 4 号） 

③ 企画提案書作成上の留意事項 

    企画提案書の作成にあたっては、仕様書を熟読したうえで、本要領「９．（３）審査

項目と配点」に記載のある審査項目に沿って作成すること。説明文書の他、写真、イ

ラスト等を用いて審査委員にイメージが伝わるように作成すること。 

    なお、副本については、提出書類の文章中にも社名等を記載しないように作成するこ

と。また、協力会社等ある場合は、A 社、B 社等と記載し、会社が特定できないよう

作成すること。 

④ 提出期間 

    令和 6 年 5 月 8 日（水）午前 9 時から令和 6 年 5 月 28 日（火）午後 5 時まで 

※電子データ及び紙資料の両方が期限内に必着すること。 

 

（６）受注候補者選定委員会 

① 選定方法と実施予定日 

・選定方法：会場でのプレゼンテーションおよびヒアリング 

・実施予定日：令和 6 年 6 月上旬（予定） 

プレゼンテーションの日程や場所等については、参加表明書提出者に対して、別途通

知する。 

② プレゼンテーションおよびヒアリングにおける留意事項 

· 時間は１者につき３０分程度とし、その内訳はプレゼンテーションを２０分以内、

ヒアリングを１０分程度と想定する。 
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· プレゼンテーションは、事前に提出した提案書を使用して行うものとし、原則とし

て事前に提出した内容への追記・変更は認めない。 

· 会場には、事前に提出された企画提案書等の電子データ、モニター、パソコン（イ

ンターネット閲覧可）等を用意するので、適宜利用し、プレゼンテーションを行う

こと。 

· 会場に持ち込みを希望するもの（デモ機、自社のパソコン、見本品など）がある場

合は（３）において、持ち込みを希望する「品名」と「使途」について可否を質問

し、その回答に従うこと。 

· 匿名で審査を行うので、資料への社名等の記載や発言、服装等について、参加者が

特定されることがないよう十分注意すること。 

・ 会場への入場は、集合場所から係員の指示・誘導に従うこと。 

・ 会場入場後、選定委員の紹介等は行わないので、速やかに準備を行い、説明を開始

すること。 

・ プレゼンテーションおよびヒアリング、委員による審査は非公開とする。 

・ プレゼンテーションおよびヒアリングに出席しない場合は、参加意思がないものと

みなし、辞退したものとする。 

 

9. 受注候補者の選定 

（１）プロポーザル審査委員会の設置 

① 本業務の公平・公正性と受注候補者選定に係る透明性を確保するために、観光デジタ

ルコンテンツ整備事業委託業務プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

② 委員会の庶務は、商工観光課において行う。 

  

（２）委員会の開催 

① 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

② 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

③ 委員会は、提案事業者から提出のあった提出書類により審査を行い、最も得点の高い

提案事業者を受注候補者として決定する。ただし、最高点の者が複数いる場合は提案

金額がより安価な提案事業者を受注候補者として決定する。 

④ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

 

（３）審査項目と配点  

審査項目 評価の視点 配点 

全体評価 
a.本市の意図するところを正確に理解した提案となっている

か。 
5 点 
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b.総合的な企画・提案力が高く専門的な視点を持っているか。 

また、デジタルマップ、デジタル体験コンテンツ、広告宣伝、

利用促進プロモーション、利用状況データ取得から分析まで、

実施可能な企画内容と実施体制が構築されているか。 

10 点 

企画力 

c.利用者の好奇心に訴求する企画となっているか。 5 点 

d.周遊性向上、消費喚起、愛着醸成を成し得る企画となってい

るか。 
10 点 

e.広告宣伝、利用促進プロモーションが効果的な企画となって

いるか。 
5 点 

機能性 

f.利用者にとって、より便利でストレスなく容易かつ円滑に操

作できるものであるか。（利便性、操作性、多言語・ウェブア

クセシビリティ対応等） 

10 点 

g.発注者が容易かつ円滑に操作できるものであるか。（利用状況

データ抽出・スポットやコンテンツの追加・編集等の容易さ） 
5 点 

デザイン性 
h.コンセプトを的確に表現し、利用者に本市の魅力が伝わるテ

ーマやストーリー性のあるデザインとなっているか。 
5 点 

継続性 

i.長期利用できるシステムであるか。（拡充機能の多様性も含

む） 
5 点 

j.発展できる企画であるか。（リピーター確保や規模拡大、イベ

ントのシリーズ化などの可能性） 
5 点 

k.維持経費と運用・保守等の内容が見合っているか。また、継

続利用するにあたり、現実的な価格であるか。 
5 点 

価 格 
次の算定式により見積額を評価する。 

l.※配点（30 点）×最低見積額／見積額 
30 点 

 

（４）審査結果の通知 

    委員会は、審査の結果、受注候補者を選定した場合、採用された提案事業者に対して

内定通知書（様式第 5 号）により通知し、次点の提案事業者に対して次点受注候補者決

定通知書（様式第 6 号）により通知する。また、不採用と決定した提案事業者に対して、

不採用通知書（様式第 7 号）により通知する。 

通知予定時期：令和 6 年 6 月中旬（予定） 

 

（５）審査結果の公表 

    審査結果については、以下の方法により公表する。 

① 公表は、本市ウェブサイト上で行う。 

② 公表する内容は、受注候補者の名称、評価点及び次点者の評価点とする。 
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10. 資格の喪失 

  以下の場合、参加資格を失うものとする。 

① 市財務規則を含む関係法令等に違反した場合 

② 前記「６．参加資格」の事項を満たさなくなった場合 

③ 公平な選考に影響を与える行為があったと認められる場合 

④ 審査委員に不当な働きかけをした場合 

⑤ その他提出書類に虚偽の記載や押印を欠く等、条件に違反する行為があった場合 

 

11. 契約 

（１）事前協議 

    本市と選定された受注候補者は、仕様書及び見積書等についての協議を行ったうえ、

契約を締結する。ただし、受注候補者と協議が整わない場合は、次点受注候補者と協議

を行うこととする。なお、実際の本業務委託契約金額は、必ずしも提案金額と一致する

ものではない。 

 

（２）契約方法 

    本業務の契約方法は、公募型プロポーザル方式による随意契約とする。 

 

（３）支払方法 

    業務完了後一括払い 

 

（４）その他 

    本業務の遂行にあたっては、本市と十分協議し、仕様の決定、スケジュール、手法、

その他必要事項を決定すること。 

  

12. その他留意事項 

① 本企画提案に係る諸経費等は、提案事業者の負担とする。 

② 原則として、提出物は返却しない。 

③ 提出期限以降の書類の提出、再提出、差し替え等は一切認めない。 

④ 提出された書類は、審査目的以外には使用しない。 

⑤ 提出された書類は、審査の範囲内で複製することがある。 

⑥ 本企画提案への参加及び不参加を問わず、本業務において知り得た情報（周知の情報を

除く）は、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示もしくは漏洩してはならない。 

⑦ 本件プロポーザルにかかる提案は、1 つの提案事業者につき 1 つの提案のみとする。 

⑧ 評価点 60 点を基準点とし、これに満たない場合は失格とする。 

⑨ 提案事業者が 1 者のみの場合においても、本件プロポーザルは成立するものとする。 

⑩ 提案事業者が 1 者のみの場合における受注候補者の選定は、価格を除く評価項目（７０
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点）の６割に満たない場合は失格とする。 

⑪ 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、富田林市情報公開条例に基づき対

応する。 

⑫ 審査結果に対する異議は一切認めない。 

 

13. 本実施要領に関する問い合わせ 

富田林市 産業まちづくり部 商工観光課 

〒584-8511 大阪府富田林市常盤町１番１号  

TEL：0721-25-1000（内線 483） 

Mail：syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp 

以上 


